
〇大府市老朽空家除却費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「法」という。）及び大府市空家等対策の推進に関する条例（令和元年大府市条例第

３２号）に基づき、空家等対策を推進するため、老朽化等により著しい保安上の危険を

及ぼしている空家及び適切な管理が行われていないことにより保安上の危険を生じさ

せるおそれのある空家の除却を行う所有者に対し、予算の範囲内において交付する大府

市老朽空家除却費補助金（以下「補助金」という。）について、大府市補助金等交付規則

（昭和４６年大府市規則第７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項

を定めるものとする。 

（補助対象の空家） 

第２条 この要綱において「空家」とは、法第２条第１項に規定する空家等のうち、建築

物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物であって、次に掲げる要件を全て満たす

ものをいう。 

⑴ 市内に存する現に使用されていない建築物であること。ただし、当該建築物が長屋

又は共同住宅である場合は、全戸において現に使用されていないものであること。 

⑵ 個人が所有する建築物であること。 

⑶ 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること。ただし、所有権以外の権

利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該建築物の解体について

同意している場合は、この限りでない。 

２ 補助の対象となる空家（以下「補助対象空家」という。）は、次の各号のいずれかに

該当するものとする。 

⑴ 法第２条第２項に規定する特定空家等の認定（当該空家の状態を理由とするものに

限る。）を受けた空家（法第２２条第３項に規定する命令に係る部分を除く。） 

⑵ 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第４項に規定する不良住宅と同

等の空家（災害により著しく損傷し建築物でなくなった住宅を含む。） 

⑶ 法第１３条第１項に規定する管理不全空家等の認定（当該空家の状態を理由とする

ものに限る。）を受けた空家 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象

空家を除却し、原則として更地にする工事（廃棄物の運搬及び処分を含む。ただし、地

中埋設物の撤去は除く。）であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

⑴ 他の公的補助制度等を活用しないものであること。 

⑵ 補助対象事業により補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）

以外の者の権利を侵害するおそれのないこと。 

⑶ 補助金の交付決定後に着手するものであること。 

⑷ 補助金の交付決定のあった日の属する年度の２月末までに完了する予定であるこ

と。 



⑸ 宅地建物取引業者等がその業の目的のために行うものでないこと。 

⑹ 次条第２項第４号の要件に抵触する者と補助対象事業に係る契約をしないもので

あること。 

⑺ 解体事業者に請け負わせるものであること。 

 （補助対象者） 

第４条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 ⑴ 補助対象空家の所有者 

 ⑵ 前号に該当する者の同意を得て補助対象事業を行う者 

２ 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 補助対象空家の所有者全員の同意を得ること。 

 ⑵ 法人でないこと。 

 ⑶ 市税を滞納していないこと。 

 ⑷ 大府市暴力団排除条例（平成２３年大府市条例第２１号）第２条第１号に規定する

暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接

な関係を有しないこと。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費は、除却にあっては、補助対象者が解体事業者等に支払っ

た補助対象事業に係る経費とし、国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費

を上限とする。 

２ 前項に規定する国土交通大臣が定める標準建設費は、補助金の交付の決定をした際に

おける標準建設費を使用する。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表に定めるとおりとし、１,０００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。 

 （補助対象者の責務） 

第７条 補助対象者は、次に掲げる事項を実施しなければならない。 

 ⑴ 補助対象事業に伴う廃棄物等を適正に処理すること。 

 ⑵ 補助対象事業に伴う苦情等は、補助対象者の責任において対処すること。 

 ⑶ その他補助対象事業に関し、関係法令等を遵守すること。 

 （判定申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を申請する前に不良住宅判定

申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただ

し、当該空家が法第２条第２項に規定する特定空家等である場合は、この限りでない。 

 ⑴ 空家の位置図（付近見取り図） 

 ⑵ 空家の外観写真（複数の方向から撮影したものとし、一方向は正面玄関を含むもの

とする。） 

２ 前項の規定による申請は、第１１条第１項の規定による申請をしようとする日以前

１４日までに行わなければならない。 

 （不良住宅の判定） 

第９条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る空家が補助対象空家に該当



するか否かを判定するものとする。 

２ 前項の判定を行うときは、当該空家の現地調査を行わなければならない。 

 （判定結果の通知） 

第１０条 市長は、前条の規定による判定をした場合は、不良住宅判定結果通知書（第２

号様式）により、第８条の申請をした者に通知するものとする。 

 （交付の申請） 

第１１条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、補助対象

事業に着手する前日までに老朽空家除却費補助金交付申請書（第３号様式）に次の各号

に掲げる書類を添えて市長に提出し、交付決定を受けなければならない。 

 ⑴ 事業計画書（第４号様式） 

 ⑵ 補助対象空家の登記事項証明書又は固定資産税（家屋）評価額等証明書等の所有権

原を持つ者を示す書類（交付の申請の日から３か月以内に発行されたものに限る。） 

⑶ 補助対象空家の位置図 

⑷ 補助対象空家の写真（劣化及び破損の状況が分かるもの） 

 ⑸ 補助対象事業に係る見積書（申請者が原本証明したものに限る。） 

 ⑹ 申請者にかかる本市の市税に関する滞納がない旨の証明 

 ⑺ 申請者が補助対象空家の所有者で、補助対象空家の所有者が複数の場合、申請者以

外の補助対象空家の所有者全員の同意書 

 ⑻ 申請者が補助対象空家の所有者以外の場合、補助対象空家の所有者全員の同意書 

 ⑼ 補助対象空家に所有者以外の権利者がいる場合、所有者以外の権利者全員の同意書 

⑽ その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第１２条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、交付決定し、老朽空家除却費補助金交付決定通書（第５号様式）により補助対象

者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査の際、必要と認めるときは、現地調査をすることができる。 

 （事業計画の変更等） 

第１３条 補助対象者は、前条第１項の規定により交付決定を受けた申請内容に変更が生

じたときは、速やかに老朽空家除却費補助金交付変更申請書（第６号様式）に変更内容

が分かる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が軽微な変更

と認めた場合は、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、老朽空家除却費補助金交付変更決定通知書（第７号様式）により補助対象者に通

知する。 

（申請の取下げ） 

第１４条 規則第７条の規定による申請の取下げは、老朽空家除却費補助金交付申請取下

げ届（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項による申請の取下げがあったときは、当該補助金の交付決定を取り消す

ものとする。 

 （実績報告） 



第１５条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して２０日を経

過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の２月末日までのいずれか早

い日までに老朽空家除却工事完了実績報告書（第９号様式）に次の各号に掲げる書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 補助事業に要した経費を解体事業者等へ支払ったことが確認できる書類（領収書等）

又はその書類の写し（申請者が原本証明したものに限る。） 

 ⑵ 二方向以上から撮影した補助対象事業（除却工事）完了後の写真 

 ⑶ 廃棄物を適正に処理したことを証する書類 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１６条 市長は、前条の規定による報告があったときは、報告の内容を審査の上、適当

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、老朽空家除却費補助金確定通知書（第

１０号様式）により補助対象者に通知するものとする。 

 （補助金の請求及び交付） 

第１７条 補助対象者は、前条による通知を受けたときは、老朽空家除却費補助金交付請

求書（第１１号様式）により市長に補助金を請求することができる。 

２ 市長は、前項の請求書に基づき、補助対象者に補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１８条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決

定を取り消し、老朽空家除却費補助金交付決定取消通知書（第１２号様式）により補助

対象者に通知するものとする。 

 ⑴ 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金の交付申請をしたとき。 

 ⑵ 補助金の交付決定内容、これに付した条件又は要綱の規定に違反したとき。 

 ⑶ 第１４条に定める申請の取下げがあったとき。 

 ⑷ 第１５条に定める期日までに老朽空家除却工事完了実績報告書が提出されなかった

とき。 

 ⑸ その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消しをしたときは、既に交付した補

助金を市長の定める期日までに返還を命ずることができ、その返還命令は、老朽空家除

却費補助金返還命令書（第１３号様式）により行うものとする。 

 （検査等） 

第１９条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があると認めると

きは、補助対象者に対して、補助対象事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は

検査をすることができる。 

 （書類の保存） 

第２０条 補助対象者は、当該補助金申請に係る関係書類を補助金の交付を受けた年度終

了後５年間保存しなければならない。 

 （委任） 

第２１条 この要綱の運用について必要な事項は、別に定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要

綱の規定に基づき、既になされた交付の申請は、この要綱の失効後も、なお従前の例に

よる。 

 附 則 

  この要綱は、令和５年１２月１３日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第６条関係） 

補助対象空家 補助金の額 

第２条第２項第１号

及び第２号に掲げる

空家 

次に掲げる額のうちいずれか少ない額 

⑴ 補助対象経費に５分の４を乗じた額 

⑵ ２０万円に次に掲げる額を加算した額 

 ア 補助対象空家が市街化区域に現に存する場合 １０万円 

 イ 市内業者に依頼し、補助対象事業を行う場合 １０万円 

第２条第２項第３号

に掲げる空家 

次に掲げる額のうちいずれか少ない額 

⑴ 補助対象経費に５分の４を乗じた額 

⑵ １０万円に次に掲げる額を加算した額 

 ア 補助対象空家が市街化区域に現に存する場合 ５万円 

 イ 市内業者に依頼し、補助対象事業を行う場合 ５万円 

 


